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第 18 章 財務会計総論 

1. 企業会計とディスクロージャー 

1.1 ディスクロージャー制度 

経営者と投資家の間には情報の非対称性（Information Asymmetry）があるので、規則や

規範としての企業会計制度がディスクロージャー制度の一環として存在する。そしてディ

スクロージャー制度は、一般に証券取引法を中心とする法律及び規則等によって定められ

ている。 

 
1.2 証券取引法におけるディスクロージャー制度 

① 発行市場における開示制度 

有価証券届出書：発行または売出価額が５億円以上の有価証券の募集、売出を

行う際に、大蔵大臣に届出する書類。 

目論見書：有価証券届出書の内容を説明したもので、投資家に直接に交付 

② 流通市場における開示制度 

有価証券報告書：証券取引所に上場または店頭市場に登録している有価証券の

発行会社が、毎年大蔵大臣に提出する書類。 

 
1.3 財務諸表の体系 

年度決算に係わる財務諸表 

財務諸表等規則 連結財務諸表規則 

• 貸借対照表 
• 損益計算書 
• キャッシュ・フロー計算書 
• 利益処分（損失処理）計算書 
• 付属明細表 

• 連結貸借対照表 
• 連結損益計算書 
• 連結キャッシュ・フロー計算書 
• 連結剰余金計算書 
• 連結付属明細表 

 
1.4 決算短信 

証券取引法や商法により開示が制度化されているものではないが、証券取引所の要請によ

り、1974 年から「決算短信」よって迅速に決算発表が行われている。 

決算短信の特徴 

• 情報開示の迅速性（決算短信は最も早い決算情報である。） 

• 次期の業績予想（当期の実績値と共に次期の業績予想も公表される。） 
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2. 制度会計 

わが国では、商法を中心とする商法会計と、証券取引法を中心とする証券取引法会計と、

法人税を中心とする税務会計がある。 

 
 
 
 
 
 
 

証券取引法会計と商法会計の特質 

 証券取引法会計 商 法 会 計 
制度の目的 投資家の保護 債権者の保護 

規制の対象 

• ５億円以上の有価証券の募集

または売出を行った会社 
• 証券取引所に株式を上場して

いる会社 
• 店頭売買の登録銘柄株式の発

行会社 

商人全般（株式会社ならすべて

の株式会社） 

会計処理基準 企業会計原則 
開示基準 財務諸表等規則 商法施行規則 

財務諸表の体系 

• 貸借対照表 
• 損益計算書 
• キャッシュ・フロー計算書 
• 利益処分（損失処理）計算書 
• 付属明細表 

• 貸借対照表 
• 損益計算書 
• 利益の処分（損失の処理）に関

する議案 
• 付属明細書 

会計監査 
対象となる会社のすべてについ

て公認会計士または監査法人に

よる監査が行われる。 

• すべての株式会社について監

査役の監査が行われる。 
• 資本金５億円以上または負債

合計200億円以上の株式会社に

ついては、監査役による監査の

ほか公認会計士または監査法

人による監査が行われる。 

証券取引法会計 税 務 会 計 

商 法 会 計

6 月 7 月 

決
算
日 

4 月 

監
査
期
間 

決
算
短
信
公
表 

有
価
証
券
報
告
書
提
出 

株
主
総
会 

総
会
準
備
期
間 

5 月 
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3. 企業会計原則 

企業会計原則は、一般原則、損益計算書原則、貸借対照表原則から構成されており、一般

原則は損益計算書原則と貸借対照表原則の双方に共通する基本原則として位置づけられて

いる。一般原則は７つの原則から構成されており、その他に重要性の原則が注解に規定さ

れている。 

企業会計原則の構成 

一 般 原 則 

 

損
益
計
算
書
原
則 

 

貸
借
対
照
表
原
則 

 

注 解（重要性の原則） 

 

4. 一般原則 

一般原則は、①真実性の原則を最高規範とし、以下②正規の簿記の原則、③資本と利益の

区別の原則、④明瞭性の原則、⑤継続性の原則、⑥保守主義の原則、⑦単一性の原則の七

原則から成り立っている。 

 
4.1 真実性の原則 

企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでな

ければならない。（一般原則１） 
 

• 真実性の原則における真実とは、相対的真実を意味する。 

• その理由としては、今日の財務諸表が、記録された事実、会計上の慣習と個人的判

断の総合的表現であるので、相対的な真実とならざるを得ないからである。 

 
4.2 正規の簿記の原則 

企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って正確な会計帳簿を作成

しなければならない。（一般原則２） 
 

• 正規の簿記の原則は、正確な会計帳簿の作成とそれに基づく財務諸表の作成を要請

している。 

• 正確な会計帳簿とは、網羅性、検証性、秩序性の３つの要件を満たす会計帳簿をい
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う。 

 
4.3 資本と利益の区別の原則 

資本取引と損益取引とを明確に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同しては

ならない。（一般原則３） 
 

• 資本と利益の区別の原則は、資本取引から生じた資本剰余金と、損益取引から生じ

た利益剰余金とを区別することにより、資本と利益との峻別を要請している。 

• 資本は、本来、企業利益を獲得するために株主から拠出されたものであり維持拘束

されなければならず、一方、利益は資本運用の成果として生み出された果実であり

処分可能である。 

 
4.4 明瞭性の原則 

企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し、必要な会計事実を明瞭に表示し、

企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。（一般原則４） 
 

• 明瞭性の原則は、企業の経営成績及び財政状態に関して適切な判断ができるように、

必要な会計情報を財務諸表を通じて、適正に開示すること、そして明瞭に表示する

ことを要請している。 

• 明瞭性には、形式的明瞭性と実質的明瞭性とがある。 

 
 • 様式 

 • 区分表示 

形式に関する明瞭性 • 科目の明瞭な区分 

 • 科目配列（B/S における流動性配列法） 
 • 総額主義の表示 

• 注記（重要な会計方針や重要な後発事象などを記載） 
内容に関する明瞭性 

• 財務諸表付属明細表（有価証券、借入金などの明細表）

 
4.5 継続性の原則 

企業会計は、その処理の原則及び手続きを毎期継続して適用し、みだりにこれを変更

してはならない。（一般原則５） 
 

• 継続性の原則は、１つの会計事実について複数の会計処理方法が認められている場
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合に、企業がいったん採用した処理方法を毎期継続して適用することを要請してい

る。また表示方法についても同様である。 

• その目的は、企業の損益の期間比較を可能にすることと、利益操作の排除にある。 

 
4.6 保守主義の原則 

企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な

会計処理をしなけらばならない。（一般原則６） 
 

• 保守主義の原則は、収益は出来るだけ確実なものだけを計上し、費用や損失は予想

のものも含めて全てもらさずに計上することによって、利益を出来るだけ控えめに

計算することを要請している。 

 
4.7 単一性の原則 

株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる

形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に

基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめて

はならない。（一般原則７） 
 

• 単一性の原則は、実質一元・形式多元を要請している。実質一元・形式多元とは、

種々の目的別に財務諸表の表示形式が異なることはかまわないが、財務諸表の作成

の基礎となる会計記録は単一であるということを意味している。 

 
4.8 重要性の原則（注解１） 

重要性の原則では、重要なものには、厳密な会計処理や明瞭な表示を行うことを積極的に

要請するとともに、重要性の乏しい項目については、簡便な会計処理や表示を行うことを

容認している。 

• 重要性の判断基準には、科目の重要性（質的側面からの判断）と、金額の重要性（量

的側面からの判断）とがある。 
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[問題 18-1] 

1．証券取引法上の企業内容開示制度について誤っているものを 1 つ選びなさい。 

A 発行価額または売出価額が５億円以上の一種類の有価証券の募集または売出しを新

たに行う会社は、有価証券届出書を提出しなければならない。 

B 証券取引所に上場されている有価証券の発行会社は、有価証券報告書を提出しなけ

ればならない。 

C 資本金が５億円以上の会社は、証券取引所に上場されている有価証券の発行会社で

なくても、すべて、有価証券報告書を提出しなければならない。 

D 店頭市場での有価証券の発行会社は、有価証券報告書を提出しなければならない。 

 
2．「決算短信」について述べた次の文章のうち、正しいものを１つ選びなさい。 

A 決算短信は、商法において作成することが義務づけられている。 

B 決算短信は、証券取引法において作成することが義務づけられている。 

C 決算短信は、商法、証券取引法の両方において作成することが義務づけられている。 

D 決算短信は、証券取引所の要請により上場会社が慣習的に作成しているものである。 

 
3．有価証券報告書から入手できない情報を下から１つ選びなさい。 

A 経営者の財務分析指標による経営判断 

B 提出会社の保証会社等の情報 

C 配当政策 

D 従業員・役員の状況 

 
4．連結財務諸表に該当しないものを下から１つ選びなさい。 

A 連結キャッシュ・フロー計算書 

B 連結剰余金計算書 

C 連結営業報告書 

D 連結附属明細表 

 
5．財務諸表上の会計情報について誤っているものを 1 つ選びなさい。 

A 財務諸表上の会計情報は、複数の代替的な会計処理方法からの選択の結果の一つに

すぎない。 

B 多量の取引・事象を簡潔かつ客観的に表現している。 
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C 企業の経営活動を 100％反映したものである。 

D 財務諸表は数量的な表現であるので、定量的な側面のデータは把握できるが、定性

的な側面を把握するのは困難である。 

 
[問題 18-2] 

次の文章の（  ）内に入る適当な語句を、下記より選び記入しなさい。なお同じ語句を

何度用いてもよい。 

 
1．わが国の会計制度は会計情報の開示という観点から 2 つの開示制度が存在する。ひとつ

は商法上の開示制度であり、もうひとつは（ ① ）の開示制度である。この 2 つの制

度は、会計事項に関する限り、昭和 49 年の商法特例法の制定により、実質的に（ ② ）

されたと一般にいわれている。 

しかし、会計事項のみならずそれ以外の財務事項をも考慮するとそれぞれ固有の情報

が折り込まれている。その両者の差は、立法趣旨に主たる原因がある。商法上の開示制

度は、（ ③ ）保護を主目的としており、一方、（ ① ）の開示制度は、（ ④ ）

保護を主目的としている。 

 
2．商法は、債権者保護または取引の安全性、かつ、証券市場の活性化の要請等により、平

成 14 年 3 月に（ ⑤ ）を制定し、財務諸表の作成基準を明らかにした。 

証券取引法は、一定の条件のもとに財務諸表の開示を義務づけており、財務諸表の作

成等に関しては（ ⑥ ）に準拠して作成されること、開示項目や様式については

（ ⑦ ）に準拠してなされることを規制している。 

 
3．商法上及び証券取引法上に基づく開示制度ではないが、（ ⑧ ）と呼ばれるわが国固

有の開示情報がある。これは証券取引所の要請や報道機関に発表する慣習などにより昭

和 49年からスタートしたものである。これは、決算発表の迅速化を背景として、（ ⑨ ）

が注目する 1 つの情報となっている。 

 

一元化 配当支払 法人税法上 証券取引法上 債権者 

決算短信 財務安全性 投資家 財務諸表等規則 商法施行規則 

配当可能利益 企業会計基準    
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[問題 18-3] 

1．継続性の原則について正しいものを 1 つ選びなさい。 

A 継続性の原則は、会計処理方法の継続適用を要求する原則であり、表示方法の継続

適用は要求していない。 

B 継続性の原則は、財務諸表の期間比較可能性の確保及び利益操作の排除を目的とす

る原則である。 

C 正当な理由によって会計方針を変更した場合には、その旨を財務諸表に注記する必

要はない。 

D 継続性の原則は、いかなる場合も、会計処理の原則および手続を変更してはならな

いことを要求する原則である。 

 
2．保守主義の原則の適用とはいえないものを 1 つ選びなさい。 

A 棚卸資産の評価に低価基準を適用すること。 

B 将来の予想される損失に対して引当金を設定すること。 

C 通常の商品販売において、掛販売額を売上として計上しないこと。 

D 繰延資産について、償還期限内に毎期均等額以上の償却を行うこと。 

 
3．会計方針の変更が「変更年度の年度利益」に与える影響を説明した以下の記述のうち、

誤っているものを１つ選びなさい。 

A 割賦販売の収益の計上について、当期に販売した分から、販売基準から回収基準に

変更した場合、その変更により年度利益を減少させる。ただし、前期以前の販売分

は考慮しない。 

B 工事収益の認識基準を工事完成基準から工事進行基準へ変更した場合、年度利益が

減少することもある。 

C 既存設備の減価償却方法を定率法から定額法に変更した場合、必ず年度利益が増加

する。 

D 棚卸資産の評価基準を原価法から低価法へ変更した場合は、必ず年度利益が減少す

る。 

 
[問題 18-4] 

1．継続性の原則の主たる目的として正しいものを 1 つ選びなさい。 

A 収益と費用との対応表示を適切に行うことである。 



財務報告論 2009（太田浩司） Lecture Note 18 9

 

B 同業他社の財務諸表との比較可能性を高めることである。 

C 会計期間の異なる財務諸表の比較可能性を高めることである。 

D 財務諸表の利用者に対して、企業の状況に関する判断を誤らせないような財務情報

を提供することにある。 

 
2．以下の後発事象のうち、「重要な後発事象」に該当しないものを 1 つ選びなさい。 

A 会社の合併 

B 営業の譲渡又は譲受 

C 火災、出水等による重大な損失の発生 

D 主要な取引先の倒産 

 
3．会計方法の変更が「変更年度の年度利益」に与える影響を説明した以下の文章のうち誤

っているものを 1 つ選びなさい。 

A 工事収益の計上基準を工事進行基準から工事完成基準へ変更しても、その変更が年

度利益を増加させることもある。 

B 金銭債権残高に対する貸倒引当金の設定率を 2％から 3％に引き上げても、年度利益

は必ずしも減少するとは限らない。 

C 棚卸資産の評価方法を先入先出法から後入先出法に変更したとき、その期の仕入価

格の動向いかんによって、年度利益が増加する場合もあれば、減少する場合もある。 

D 棚卸資産の評価基準を原価法から低価法へ変更しても、年度利益は必ずしも減少す

るとは限らない。 

 
 
 


